
長井花のまちスポーツクラブ規約 

 

第１章  総則 

（名称） 

第１条 この団体は、長井花のまちスポーツクラブ（愛称：花スポ、以下「クラブ」という。）

と称する。 

  

（事務所） 

第２条 クラブの事務所は、山形県長井市九野本１２３５－１ 長井市置賜生涯学習プラザ

内に置く。 

  

（目的） 

第３条 クラブは、総合型地域スポーツクラブとして、子どもから高齢者まで、誰もが、い

つでも、いつまでも気軽にスポーツや文化的活動に親しみ、楽しめる環境を目指し、心身と

もに健康で活力ある地域社会の実現を目的とする。 

  

（事業） 

第４条 クラブは、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）スポーツ・文化振興に関する事業 

（２）競技力の向上に関する事業 

（３）青少年健全育成に関する事業 

（４）健康普及に関する事業 

（５）広報啓発に関する事業 

（６）指導者育成・研修に関する事業 

（７）地域コミュニティの活性化に関する事業 

（８）その他、クラブの目的達成のために必要な事項 

  

  

第２章  会員 

（クラブの構成） 

第５条 クラブは、次の者をもって構成する。 

（１）正会員 クラブの運営及びサービスを利用するために入会した個人 

（２）利用会員 クラブのサービスを利用するために入会した個人及び団体 

（３）賛助会員 クラブの目的に賛同し、クラブの発展を支援する個人、企業及び団体 

２ 正会員は理事となる。 



  

（入会） 

第６条 クラブに入会を希望する者は、クラブの諸規定を遵守しなければならない。 

２ クラブに入会を希望する者は、別に定める入会申込書（様式第１～４号）を会長に提出

する。また、入会申込時の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに届けなければならない。 

  

（会費） 

第７条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。 

  

（退会） 

第８条 会員は、別に定める退会届（様式第５号）を会長に提出し、任意に退会することが

できる。 

  

（除名） 

第９条 会員が次に該当するに至ったときは、常任理事会の決議により、これを除名するこ

とができる。 

（１）クラブ規約等に違反したとき 

（２）クラブの名誉を傷つけ、またはクラブの目的に反する行為をしたとき 

  

（会員の資格の喪失等） 

第１０条 会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。 

２ 会員の資格は、他に譲渡できない。 

  

（会費等の返還） 

第１１条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しないものとする。ただし、会長が特別

の事情があると認めた時は返還することができる。 

  

  

第３章  役員 

（役員） 

第１２条 クラブに次の役員を置く。 

（１）会  長   １名 

（２）副 会 長   ２名 

（３）常任理事   若干名 

（４）監  事   ２名 

  



（役員の選任） 

第１３条 会長、副会長、常任理事及び監事は、理事の中から理事会において選任する。 

  

（役員の任期） 

第１４条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 

２ 任期の途中で役員に欠員が生じた場合、後任の役員の任期は前任者の残任期間とする。 

３ 役員の任期は満了しても後任者が就任するまでその職務を行うものとする。 

  

（顧問） 

第１５条 クラブに顧問を置くことができる。顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。 

２ 顧問は、クラブの運営に関する重要な事項について、会長の求めに応じ意見を述べるこ

とができる。 

  

（職務） 

第１６条 役員の職務は次のとおりとする。 

（１）会長は、クラブを代表し、会務を統括する 

（２）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する 

（３）常任理事は、常任理事会を構成し、この規約及び理事会の議決に基づきクラブの業務

を執行する 

（４）監事は、会計を監査する 

  

  

第４章  会議 

（会議） 

第１７条 会議は理事会、常任理事会、運営委員会とする。 

  

（理事会） 

第１８条 理事会は、年一回開催する。ただし会長が必要と認めた場合は随時に開催するこ

とができる。 

２ 理事会は、会長が招集しその会議の議長となる。 

３ 理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところに

よる。 

４ 理事会は、次の事項について審議し、議決する。 

（１）事業計画及び執行に関すること 

（２）予算、決算に関すること 

（３）規約の改廃に関すること 



（４）役員の選任に関すること 

（５）その他会長が必要と認めた事項 

  

（常任理事会） 

第１９条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成する。 

２ 常任理事会は、会長が招集しその議長となる。 

３ 常任理事会の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するとこ

ろによる。 

４ 常任理事会は、理事会に提出する事項を審議し、緊急な事項で理事会に付議することが

できないときは、これを決することができる。 

  

（運営委員会） 

第２０条 運営委員会は、会長及び会長が会員の中から指名した者で構成し、必要に応じて

会長が招集し、次の事項を協議する。 

（１）常任理事会に提案する事項 

（２）クラブの事業を円滑に推進するために必要な事項 

２ クラブの事業の推進を図る。 

３ クラブの円滑な運営を図るために、専門部を置くことができる。 

  

  

第５章  事務局 

（事務局） 

第２１条 クラブの事務を処理するため事務局を置く。事務局は、会長が委嘱する。 

２ 事務局には、事務局長及びクラブマネジャーを置く。 

３ 事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。 

４ クラブマネジャーの勤務時間、給与等は別に定める。 

  

  

第６章  会計 

（会計） 

第２２条 クラブの会計は、次のものをもって支弁する。 

（１）会費 

（２）事業等による収入 

（３）寄付金及び協賛金 

（４）その他の収入 

  



（管理） 

第２３条 クラブの会計は、事務局が管理執行する。 

  

（会計年度） 

第２４条 クラブの会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終了する。 

  

  

第７章  事故の責任 

（事故の責任） 

第２５条 会員は、クラブの活動に際し、クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者の指

示に従い、自己の責任において行動するものとする。また、これに背理して盗難、傷害等の

事故が起きた場合は、クラブ及び指導者等に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。 

  

（保険の加入） 

第２６条 会員は、傷害補償保険に加入しなければならない。クラブは、その活動中の傷害

に対し、その保険の補償範囲以内でのみ対応するものとする。 

  

（破損の処置） 

第２７条 使用施設及び設備等を破損させ損害を与えた場合は、原則として自己の責任に

おいて弁償の処置をとるものとする。ただし、適正な範囲の使用において生じた損害につい

ては、その都度協議して対応するものとする。 

  

  

第８章  個人情報の保護 

（個人情報の保護） 

第２８条 クラブが得た会員の個人に関わる情報は、本クラブの運営に関する事項以外に

使用してはならない。 

  

  

第９章  補則 

（補則） 

第２９条 クラブ規約に定めない事項及び運営上必要な事項は、常任理事会の議決により

別に定める。 

  

附則 

１ この規約は平成２５年２月２３日から施行する。 



２ クラブの設立当初の役員の任期は、第１４条の規定にかかわらず、平成２６年３月３１

日までとする。 

３ クラブ設立当初の会計年度は、第２４条の規定にかかわらず、平成２５年２月２３日か

ら平成２６年３月３１日までとする。 

４ 平成２８年 ４月 １日         一部改正 

  

  

入会会費細則 

第１  入会 

規約第６条の入会申込書は、様式第１号、第２号、第３号、第４号とする。 

  

第２  会費 

（１）正会員   4,000 円 

   年会費は、スポーツ安全保険料を含む。 

  

（２）利用会員 

【個人】 

区 分 

年会費 

４月入会 １０月以降入会 

子ども会員 

（中学生以下） 
1,500 円 1,000 円 

一般会員 

（高校生～64 歳） 
3,500 円 2,500 円 

シニア会員 

（65 歳以上） 
2,500 円 1,500 円 

  

（１）年会費はスポーツ安全保険料を含む 

（２）参加料は各教室に設定するものとする 

（３）年会費は入会した日からその年度の３月３１日まで有効と

する 

 

 

 



【団体】 

団体登録料 10,000／ 7,000 円 

区 分 １人あたり会費 

子ども会員 

（中学生以下） 
500 円 

一般会員 

（高校生～64 歳） 
1,000 円 

シニア会員 

（65 歳以上） 
750 円 

  

（１）団体会員の代表者は名簿を提出し、保険は各団体で加入す

る 

（２）参加料は各教室に設定するものとする 

（３）年会費は入会した日からその年度の３月３１日まで有効と

する 

（４）団体会員に年度途中で追加があった場合にはその都度申込

を行う 

  

（３）賛助会員 

企業・団体   １口 5,000 円／年 

個   人   １口 2,000 円／年 

  

第３  年会費は、クラブ加入登録時に納入するものとする。 

 


